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医学教育分野別評価 広島大学医学部医学科 年次報告書 

2020年度 

医学教育分野別評価の受審 2017（平成 29）年度 
─ Ver.2.11 

⌐⅔↑╢ Ver2.32 

│∂╘⌐

│ 2018 ⌐ ⌐╟╢ ╩ ⇔⁸

2018 11 1 ⅛╠ 7 ─ ⅜ ⇔√⁹ 
2020 │ ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ─ ─ ╩ ↄ ↑√⁹ │

⅜ ≤⌂╡⁸ ⌐ ╣⌂™ ⅜ ⅝⁸Ɽ♁◖fi╩ ╘≡ ⇔√ ╙™⅝⌂

╡○fiꜝ▬fi≢ ⅝╩⇔⁸○fiꜝ▬fi≢─ ⅜ ╕∫√⁹╕√⁸ ╙ ╩

↑⁸○fiꜝ▬fi ⌂≥╙ ⇔ ⇔√⁹

ICT╩ ⇔√ ─ ─╖⌂╠∏⁸ ─◘ⱳכ♩ ╙ ⇔√ 1 ≢№∫√⁹ 
Ver.2.32 ╩ ╕ⅎ⁸2020 ─ ╩ ∆╢⁹

⌂⅔⁸ ⌐ ⇔√ │⁸ ─ ⌐ ╡⁸2020
4 1 2021 3 31 ╩ ≤⇔≡™╢⁹╕√⁸ ⌂ ─№∫√ ╩ ⅝⁸

Ver.2.32─ │ ⇔√⁹ 

２.教育プログラム

2.6 ─√╘ ⌐⅔↑╢₈ ─√╘─ ₉₈ ─√╘ ₉╩ ↑⁸

─ ⁸◌ꜞ◐ꜙꜝⱶ─ ─ ≤ ⅜ ─

≤™ⅎ╢⁹ 

2.5 臨床医学と技能 

基本的水準： 部分的適合 

医学部は、 

・ 臨床医学について、学生が以下を確実に実践できるようにカリキュラムを定め実践し

なければならない。

・ 卒業後に適切な医療的責務を果たせるように十分な知識、臨床技能、医療専門

職としての技能の修得（B 2.5.1）

・ 臨床現場において、計画的に患者と接する教育プログラムを教育期間中に十分

持つこと。（B 2.5.2）

・ 健康増進と予防医学の体験（B 2.5.3）

・ 重要な診療科で学習する時間を定めなくてはならない。（B 2.5.4）

・ 患者安全に配慮した臨床実習を構築しなくてはならない。（B 2.5.5）

─√╘─  

ה ⌂ ╩ ⇔⁸ ⌂ ╩ ∫≡ ╩ ∆═⅝≢№╢⁹ 

ה Common diseases ╩ ∆╢ ╩ ╛⇔⁸ⱪꜝ▬ⱴꜞ◔▪ ╩ ∆═⅝≢№╢⁹ 
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∆╢ ⁸ ╛ ─  

2020 │ ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ─ ≢ ≢─ ⅜ ↕╣√

⅜№∫√⁹∕─ ⌐○fiꜝ▬fi≢─ ╩ ⇔≡ ∫√⁹ ⁸

─ ⇔√○fiꜝ▬fi ╩ ⇔⁸ ╛ ⁸ ─

⌂≥⌐≈™≡ ∫√⁹ 

╕√⁸ ─ Common diseases ╩ ≤⇔√◦♫ꜞ○ ≤◦♫ꜞ○╩ ⇔√

○fiꜝ▬fi ≢│ ≤ ⌂ ⁸∕╣╠╩ ⌐⇔√ ⌂

≥╩ ∫√⁹ ↕╣√◦♫ꜞ○│ ⌐ ⇔⁸∕╣╠╩ ™√ ⌂

╩ ∫√ ╙ ↄ™√⁹ 

─ ≤⇔≡⁸ ─ ⅜ ↕╣≡╙⁸ ⌂ │○fiꜝ▬fi ╩

™√ ╩ ⇔ ⅜ ∆╢╟℮⌐ ∆╢↓≤⌂≥╩ ⇔≡™╢⁹ 

 

╩ ∆  

·   2 ○fiꜝ▬fi  

 

2.6 プログラムの構造、構成と教育期間 

基本的水準： 適合 

医学部は、 

・ 基礎医学、行動科学、社会医学および臨床医学を適切な関連と配分で構成し、教育範

囲、教育内容、教育科目の実施順序を明示しなくてはならない。（B 2.6.1） 

 

─√╘─  

⁸ ה ⅔╟┘ ≤ ─ ╩↕╠⌐

↕∑╢↓≤⅜ ╕╣╢⁹ 

 

∆╢ ⁸ ╛ ─  

↓╣╕≢╙ 1 3 ╕╣╢ 3 ⌐╦√╡ ∆╢ ◌ꜞ◐ꜙꜝⱶ≤⇔≡

ה ╩ ∆╢ ₈ ₉≤⇔≡₈ з₉₈

и₉₈ й₉╩ ⇔√⁹ 

╕√◖꜡♫ ≢ ─ ⅜ ╘╠╣≡™╢ ⌐ ∆╢ ≤ ─

─√╘⁸ ⌐ ∆╢ ╛ 6 ╩ ⇔√☻Ɽ▬ꜝꜟ⌂ ╩ ∆═ↄ

3 ─ⱷfiⱣכ⅛╠⌂╢꞉כ◐fi◓◓ꜟכⱪ╩ ⇔ ╩ ⇔√⁹ 

─ ≤⇔≡⁸ ⌐ ⇔≡│ 2021 ⌐ - ⇔ ⁸IPE

◖fi♥fi♠⁸ PBL ⁸○fiꜝ▬fi ⌂≥─ √⌂◖fi♥fi♠╛

╩ ∆╢ ≢№╢⁹ 

 

╩ ∆  

·  ◦ꜝⱣ☻ 

·  ⌐⅔↑╢  

 

 

 

３.学生の評価 

3 ⌐⅔↑╢ ─√╘ ⌐⅔↑╢₈ ─√╘─ ₉₈ ─√╘ ₉
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╩ ↑⁸ ─ ⁸ ה ⌐⅔↑╢ ─ ⅜ ─ ≤™

ⅎ╢⁹ 

 

3.2 評価と学習との関連 

基本的水準： 部分的適合 

医学部は、 

・ 評価の原理、方法を用いて以下実現する評価を実践しなくてはならない。 

・  目標とする学修成果と教育方法に整合した評価である。（B 3.2.1） 

・ 目標とする学修成果を学生が達成していることを保証する評価である。（B 

3.2.2） 

・ 学生の学習を促進する評価である。（B 3.2.3） 

・ 形成的評価と総括的評価の適切な比重により、学生の学習と教育進度の判定の

指針となる評価である。（B 3.2.4） 

 

─√╘─  

─ⱶꜝꜙ◐ꜞ◌ ה ⌐⅔↑╢ ╩ ⇔⁸↓╣⌐ ∆╢ ╩ ∆═⅝

≢№╢⁹ 

─ ה ╩ ∆╢ ╩ ⌐ ∆═⅝≢№╢⁹ 

 

∆╢ ⁸ ╛ ─  

⌐⅔™≡⁸ ╩ ⇔≡ 6 ─ ╩ ⇔√⁹◖꜡♫ ⌐⅔

™≡│ web ╩ ™√Ⱶ♬♥☻♩≤⇔≡ ∫√⁹ 1 4 │◄ꜟ♀ⱦ▪─ ╩

™√⁹5⁸6 │ ⅜ ⇔√ Microsoft Forms ≢ ⁹ ♥☻♩│ ╦⌂⅛∫

√⅜⁸ ─ ™ ⌐│ ⌐ ↑╩ ∫√⁹ 

─ ≤⇔≡⁸ ─ ה ⌐╙ ≢⅝╢╟℮ FD ⌂≥ ─ ╩

⇔≡™╢⁹ 

 
 
 
４.学生 

4.⌐⅔™≡│ ┼─◌►fi☿ꜞfi◓⁸ ─ ─ ≤ ⅜ ≢№╢⁹ 

 

4.3 学生のカウンセリングと支援 

基本的水準： 適合 

医学部および大学は、 

• 学生を対象とした学習上の問題に対するカウンセリング制度を設けなければならな

い。（B 4.3.1） 

• 社会的、経済的、および個人的事情に対応して学生を支援するプログラムを提供しな

ければならない。（B 4.3.2） 

• 学生の支援に必要な資源を配分しなければならない。（B 4.3.3） 

• カウンセリングと支援に関する守秘を保障しなければならない。（B 4.3.4） 

 

∆═⅝ ™  

Ι 6 ╩ ⇔≡ ∆╢ כ♃כꜙ♅ ⅜ 1 ─ ♀Ⱶ≢ 10
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ꜟ▪ꜞ♩כꜙ♅⌐ ╩ ⇔⁸∕─ ╩ ⇔≡™╢↓≤│ ↄ ≢⅝╢⁹ 

 

─√╘─  

 ⌂⇔ 

 

∆╢ ⁸ ╛ ─  

◖꜡♫►▬ꜟ☻ ⌐╟╢ ≢⁸ ⅜ ╩ ╡⌐ ╢ ─

╩ ↕╣╢ ≢ ⅜ ↕╣√⁹↓─√╘⁸ ☿fi♃כ ⅜

╢ ≢ ⅜ ∆╢ꜝ▬fi◓ꜟכⱪ╩ ⇔ ⌐ ╘√⁹ 

╕√⁸ ╩ ∫≡™╢ Microsoft Teams ╛ zoom ╩╙∟™√ ╙ ⌐

™⁸ ─◘ⱳכ♩⌐ ⇔√⁹ 

╙⁸ ╙ ╘√ꜝ▬fi◓ꜟכⱪ─ ⌐╟╡⁸ ┼─ ─ ╛ ↄ ∑

╠╣╢ ⌐ ⇔≡╙ ≢ ∆╢↓≤⅜≢⅝√⁹ │╙∟╤╪⁸ ⅝

╛ ─ ╛ ⌐╙ ≢⅝√⁹ 

│ ⅝ ⅝ ⇔≡™ↄ ≢№╢⁹ 

 
CBT ─ ─ ⌐ ⇔ ─≢ⱪכꜟ◓╢╟⌐ ⱪꜝfi♬fi◓╛ ⌐╟

╢ ╩ ∫√⁹ 

─ ≤⇔≡ ╩ ⌐ ⇔⁸ ─ ╛ ⌐≈™≡╙

⇔≡™ↄ ≢№╢⁹ 

 
◖꜡♫►▬ꜟ☻ ⌐╟╢ ≢⁸ ♩▬Ᵽꜟ▪ה ─ ⌂
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 ∆╢ ⁸ ╛ ─  

╟╡ ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ─√╘○fiꜝ▬fi ⅜ ⅎ≡™ↄ↓≤

⅜ ↕╣√⁹∕─√╘ ─ ─Ⱡ♇♩꞉כ◒ ▪fi◔כ♩╩ ⇔√⁹97%─

⅜ ⌐Ⱡ♇♩꞉כ◒╩ ∫≡™╢↓≤⅜ ╠⅛⌐⌂∫√⁹ ╡─ 3%⌐⅔™≡│

─ Wi-Fi ▪◒☿☻ⱳ▬fi♩─ ⇔ ─☻ⱦכ◘⇔ ╩ ⇔ ─Ⱡ♇♩꞉כ◒

╩ ⇔√⁹╕√ ─ Wi-Fi ─Ⱡ♇♩꞉כ◒ ⅜ ⌂ ╩ ⇔⁸ ⅜

≢⅝╢ ╩ ⇔√⁹ 

╙ ⌂ ┼─ ╛ ─ ⌐≈™≡ ╩ ™⁸ ⌐

∂≡ ⇔≡™ↄ⁹ 

 

╕√⁸ ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ─√╘ ⅜ ⌐ ╩ ℮↓≤⅜≢⅝╢╟

℮⁸ ╩ 4 ⇔√⁹╕√ ⌂≥╩ ∆╢ ╩ ⇔

⌐ ≢⅝╢ ╩ ⅎ√⁹ 

 

⌂⅔⁸ ◖꜡♫►▬ꜟ☻ ⌐ ⇔√ ╩╙≤⌐⁸○fiꜝ▬fi ⁸Ᵽכ♅

ꜗꜟ ╩ ™√○fiꜝ▬fi ⁸ ◘ⱳכ♩─√╘─ L ─

╩ ∫√⅜⁸↓╣╠⌐≈™≡₈ ₉ 51 3 ─ Ɽfi♦Ⱶ♇◒ ─

─ Ί⌐≡ ⇔√⁹ 

 
╩ ∆  
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·  ⌐⅔↑╢ ─ ╖ 

·  COVID-19 Ɽfi♦Ⱶ♇◒ ⌐⅔↑╢ ─  

·  ⅜≢⅝⌂™ ≢─ LINE ╩ ™√ ─◘ⱳכ♩ ─  

 
6. 6 教育の交流 

基本的水準： 適合 

医学部は、 

・ 以下の方針を策定して履行しなければならない。 

・  教職員と学生の交流を含め、国内外の他教育機関との協力（B 6.6.1） 

・ 履修単位の互換（B 6.6.2） 

 
∆╢ ⁸ ╛ ─  

⁸ ─ ╩ ⇔√⁸ ⱷכꜞfi◓ꜞ☻♩╩ ⇔⁸

↕╕↨╕⌂ ╩ ∫√⁹2020 6 ⅛╠ 2021 3 ╕≢⌐ 144 ─ⱷכꜟ─╛╡


